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鳴門市附属機関設置条例 

平成２５年３月２７日 

条例第２号 

改正 平成２５年６月２８日条例第３９号 

平成２６年６月２４日条例第１９号 

平成２６年１０月１５日条例第２３号 

平成２７年３月２４日条例第１９号 

平成２７年１０月５日条例第２７号 

平成２７年１２月２５日条例第３６号 

平成２８年６月２４日条例第２２号 

平成２８年１２月２２日条例第３７号 

平成２９年３月１７日条例第１０号 

平成３０年３月１６日条例第１４号 

平成３１年３月２２日条例第８号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関及び地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１４条に規定する組織として設置する附属機関（以下これらを「附属機関」

という。）の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（附属機関の設置等） 

第２条 別表執行機関等の欄に掲げる本市の執行機関等（執行機関及び企業局長をいう。以下同じ。）の附属機関

として、それぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（組織等） 

第３条 附属機関の委員の定数、構成及び任期は、別表組織及び構成欄に掲げるとおりとする。 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、必要に応じ部会又は分

科会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。 

（公募による委員の選任） 

第４条 執行機関等は、附属機関の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。ただし、次のい

ずれかに該当する附属機関については、この限りでない。 

（１） 鳴門市情報公開条例（平成１３年鳴門市条例第３４号）第７条に規定する不開示情報に該当するもの

を取り扱う附属機関 

（２） 委員に対し特に専門的な知識又は技能等を要求される附属機関 
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（３） 前２号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる附属機関 

（委員の再任） 

第５条 附属機関の委員は、再任を妨げない。 

（補欠委員の任期） 

第６条 附属機関の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議の公開） 

第７条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、次に掲げる場合を除き、これを公開するものとする。 

（１） 鳴門市情報公開条例第７条に規定する不開示情報に該当するものを取り扱う場合 

（２） 公開することにより、公正で円滑な議事運営に支障がある場合で、当該附属機関において会議を非公

開とすると決定した場合 

（会議開催の事前公表） 

第８条 執行機関等は、会議の日時、場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に

開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

（会議録の作成及び公開） 

第９条 会議の公開又は非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。 

２ 公開で行われた会議に係る会議録は、これを公開するものとする。 

（報酬及び費用弁償） 

第１０条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償については、鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（平成２０年鳴門市条例第２２号）の定めるところによる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営等に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関

等が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（鳴門市特別職報酬等審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 鳴門市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年鳴門市条例第７３号） 

（２） 鳴門市青少年問題協議会条例（昭和４３年鳴門市条例第３９号） 

（３） 鳴門市交通安全対策会議設置条例（昭和４６年鳴門市条例第２９号） 

（４） 鳴門市廃棄物減量等推進審議会条例（平成５年鳴門市条例第４号） 

（５） 鳴門市総合計画審議会条例（平成１５年鳴門市条例第４２号） 
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（経過措置） 

３ この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の同項各号（第２号を除く。）に掲げる条例（以下「廃止前の

各条例」という。）の規定により設置されていた附属機関は、それぞれこの条例の規定により設置された附属

機関となり同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際、廃止前の各条例の規定により委嘱又は任命された委員は、それぞれ引き続きこの条例の

規定により設置された相当の附属機関の委員となるものとする。 

附 則（平成２５年６月２８日条例第３９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２４日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月１５日条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２４日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１０月５日条例第２７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日条例第３６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２４日条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２２日条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１７日条例第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１６日条例第１４号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の鳴門市附属機関設置条例の規定により教育委員会の附属機関として設置された

鳴門市スポーツ推進審議会委員に委嘱された者で、施行日に当該委員の任期に残任期間がある者は、施行日に

改正後の鳴門市附属機関設置条例の規定により市長の附属機関として設置される鳴門市スポーツ推進審議会委

員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、改正後の鳴門市附属機関設置条例の規定

にかかわらず、当該残任期間とする。 

附 則（平成３１年３月２２日条例第８号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

執行機関等 附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員定数 構成 任期 

市長 鳴門市いじめ

問題再調査委

員会 

いじめ防止対策推進

法（平成２５年法律第

７１号）第３０条第２

項の規定による調査を

行うこと。 

１０人以内 （１）学識経験者 

（２）弁護士 

（３）医師 

（４）その他市長が必要と

認める者 

諮問に係る調査終

了まで 

鳴門市特別職

報酬等審議会 

特別職の報酬等の額

について審議し、市長

に答申すること。 

１０人 （１）市内の公共的団体等

の代表者 

（２）市民 

諮問に係る審議終

了まで 

鳴門市総合計

画審議会 

総合計画の策定及び

その実施に関する重要

事項を調査、審議する

こと。 

３０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

２年 

鳴門市行政評

価外部評価委

員会 

市が実施する行政評

価について、行政外部

の視点で評価を行うこ

と。 

１０人以内 （１） 学識経験者 

（２） 識見者 

委嘱の日が属する

年度内 

鳴門市交通安

全対策会議 

次に掲げる事務を行

うこと。 

（委員） 

２１人以内 

（１）市長 

（２）指定地方行政機関の

２年 
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（１）鳴門市交通安全

計画を策定し、及び

その実施を推進する

こと。 

（２）市の区域におけ

る陸上交通の安全に

関する総合的な施策

の企画に関して審議

し、及びその施策の

実施を推進するこ

と。 

職員 

（３）徳島県の職員 

（４）徳島県警察の警察官 

（５）市長が市の職員のう

ちから指名する者 

（６）教育長 

（７）消防長 

（８）その他市長が必要と

認める者 

（特別委員） 

なし 

本州四国連絡高速道路株式

会社、四国旅客鉄道株式会

社、西日本高速道路株式会

社その他の陸上交通に関す

る事業を営む公共的機関の

うちから市長が任命する者 

特別の事項に関す

る審議が終了する

まで 

鳴門市スポー

ツ推進審議会 

地方スポーツ推進計

画その他のスポーツの

推進に関する重要事項

を調査審議し、及びこ

れらの事項に関して市

長に建議すること。 

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）スポーツに関する知

識経験を有する者 

（３）関係団体の代表者 

（４）公募による市民 

（５）関係行政機関の職員 

（６）その他市長が必要と

認める者 

２年 

鳴門市廃棄物

減量等推進審

議会 

次に掲げる事項につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）一般廃棄物の減

量化及び再生利用に

関すること。 

（２）分別収集等に関

すること。 

（３）一般廃棄物処理

施設に関すること。 

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）市内の公共的団体等

の代表者 

（３）市の職員 

（４）その他市長が必要と

認める者 

２年 
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（４）市民及び事業所

啓発に関すること。 

（５）その他一般廃棄

物の処理計画に関す

ること。 

鳴門市予防接

種健康被害調

査委員会 

予防接種法（昭和２

３年法律第６８号）第

５条及び第６条による

予防接種並びに行政措

置として接種する法定

外の予防接種に関連し

て発生した健康被害に

ついて、医学的な見地

から、その原因、諸措

置の内容などについて

審議し、適正な処理を

図ること。 

（委員） 

５人 

（１）市の職員 

（２）徳島保健所の職員 

（３）徳島県医師会から選

出された者 

２年 

（特別委員） 

なし 

徳島県が推薦する専門医師 当該健康被害に係

る審議が終了する

まで 

鳴門市老人ホ

ーム等入所判

定委員会 

次に掲げる事項につ

いて審議すること。 

（１）老人ホームの入

所措置判定の要否の

判定に関すること。 

（２）入所中の者に係

る入所要件に適合し

ないとみなされる者

についての措置継続

の要否の判定に関す

ること。 

６人以内 （１）医師 

（２）福祉事務所の嘱託医 

（３）老人福祉法（昭和３

８年法律第１３３号）第

２０条の４に規定する養

護老人ホームの長 

（４）徳島保健所長 

（５）市の職員 

１年 

鳴門市地域密

着型サービス

及び地域包括

支援センター

運営委員会 

次に掲げる事項を所

掌すること。 

（１）地域密着型サー

ビスを行う事業者の

指定、更新等に関す

１５人以内 （１）学識経験者 

（２）保健、医療及び福祉

並びに介護サービス事業

関係者 

（３）市民団体等からの推

３年 
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る事項 

（２）鳴門市における

地域密着型サービス

を行う事業者の指定

基準及び介護報酬の

設定に関する事項 

（３）地域包括支援セ

ンターの設置等の承

認に関する事項 

（４）地域包括支援セ

ンターの運営に関す

る事項 

（５）その他鳴門市地

域密着型サービス及

び地域包括支援セン

ター運営委員会が必

要と認める事項 

薦者 

（４）介護サービスの被保

険者 

（５）その他市長が必要と

認める者 

鳴門市地域福

祉計画審議会 

社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第

１０７条に規定する地

域福祉計画についての

重要事項の調査、審議

に関すること。 

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）地域福祉団体の代表

者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

３年 

鳴門市障害者

計画、障害福

祉計画及び障

害児福祉計画

策定・評価委

員会 

鳴門市障害者計画、障

害福祉計画及び障害児

福祉計画の策定及び評

価に関し、必要な事項

を調査審議すること。 

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

諮問に係る審議終

了まで 

鳴門市高齢者

保健福祉計画

及び介護保険

次に掲げる事項につ

いて審議すること。 

（１）高齢者の現状及

２５人以内 （１）学識経験者 

（２）保健、医療及び福祉

関係者 

諮問に係る審議終

了まで 
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事業計画策定

委員会 

び高齢者福祉事業を

含む介護給付等対象

サービス実施の現状

分析に関する事項 

（２）高齢者福祉事業

を含む介護給付等対

象サービス実施の目

標年次及び目標量の

設定に関する事項 

（３）高齢者福祉事業

を含む介護給付等対

象サービス供給体制

の整備に関する事項 

（４）その他鳴門市高

齢者保健福祉計画及

び介護保険事業計画

策定委員会が必要と

認める事項 

（３）被保険者 

（４）市の職員 

（５）市民団体等代表者 

（６）その他市長が必要と

認める者 

鳴門市児童福

祉審議会 

次に掲げる事務につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）児童福祉法（昭

和２２年法律第１６

４号）第３４条の１

５、第３５条及び第

４６条に関する事務

（市の権限に属する

事務に限る。） 

（２）子ども・子育て

支援法（平成２４年

法律第６５号）第７

条第１項に規定する

子ども・子育て支援

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

３年 
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に関する事務及び第

７７条第１項各号に

関する事務（市の権

限に属する事務に限

る。） 

（３）次世代育成対策

の計画的推進及び実

施状況の調査等に関

する事務 

鳴門市公立保

育所再編計画

策定審議会 

市内の公立保育所の

再編計画策定について

の重要事項の調査、審

議に関すること。 

１０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

１年 

鳴門市就学前

教育・保育の

あり方に関す

る審議会 

市内の就学前教育・

保育のあり方について

の重要事項の調査、審

議に関すること。 

１０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）公募による市民 

（５）その他市長が必要と

認める者 

１年 

鳴門市特定空

家等対策審議

会 

次に掲げる事項につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）特定空家等（空

家等対策の推進に関

する特別措置法（平

成２６年法律第１２

７号）第２条第２項

に規定する特定空家

等をいう。以下同

じ。）の認定に関す

ること。 

７人以内 （１）関係団体の代表者又

はその推薦を受けた者 

（２）徳島県の職員 

（３）徳島県警察の警察官 

（４）市の職員 

２年 
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（２）特定空家等への

措置に関すること。 

鳴門市農業委

員会委員候補

者評価委員会 

鳴門市農業委員会の

委員として任命すべき

者の選考について、調

査審議すること。 

１０人以内 （１）関係団体の職員 

（２）関係行政機関の職員 

（３）市の職員 

（４）その他市長が必要と

認める者 

３年 

教育委員会 鳴門市教科用

図書採択委員

会 

教科用図書の調査、

審議、答申等に関する

こと。 

５人 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

委嘱の日が属する

年度内 

鳴門市教育支

援委員会 

次に掲げる事務を行

うこと。 

（１）障害の種類及び

程度の教育的判断に

関すること。 

（２）障害児に係る教

育相談に関するこ

と。 

（３）その他障害児の

適正な就学を図るた

めに必要な事業 

１５人以内 （１）医師 

（２）教育関係職員 

（３）児童福祉関係職員 

（４）学識経験者 

１年 

鳴門市教育振

興計画審議会 

鳴門市教育振興計画

に関し、必要な事項を

調査審議すること。 

２０人以内 （１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）公募による市民 

（４）その他教育委員会が

必要と認める者 

諮問に係る審議終

了まで 

鳴門市いじめ

問題等対策委

員会 

次に掲げる事項につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）いじめ防止等の

対策に関する事項 

（２）いじめ防止対策

推進法第２８条第１

（委員） 

１０人以内 

（１）学識経験者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）その他教育委員会が

必要と認める者 

２年 

（臨時委員） 

なし 

（１）弁護士 

（２）医師 

当該重大事態に係

る調査審議が終了
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項に規定する重大事

態への対処に関する

事項 

（３）その他教育委員

会が必要と認める事

項 

するまで 

企業局長 鳴門市水道事

業審議会 

次に掲げる事項につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）水道事業の経営

に関する事項 

（２）水道事業の事業

計画に関する事項 

（３）水道料金の改定

に関する事項 

（４）その他水道事業

に関する重要事項 

１５人以内 （１）学識経験者 

（２）水道使用者 

（３）公募による市民 

（４）その他企業局長が必

要と認める者 

２年 

鳴門モーター

ボート競走場

営業審査委員

会 

次に掲げる事項につ

いて調査審議するこ

と。 

（１）鳴門モーターボ

ート競走場内におけ

る営業の許可に関す

る事項 

（２）鳴門モーターボ

ート競走場内におい

て営業を行う者に対

する処分に関する事

項 

１０人以内 （１）市の職員 

（２）関係行政機関の職員 

（３）関係団体の職員 

（４）その他企業局長が必

要と認める者 

２年 
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鳴門市スポーツ推進審議会運営要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鳴門市附属機関設置条例（平成２５年鳴門市条例第２号）第１１条の規定に基づき、

鳴門市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集

する会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、会長が議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （関係者の出席等） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見又は資料の提出を求

めることができる。 

 （会議の公開等） 

第５条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

 （ワーキンググループの設置及び会議） 

第６条 審議会の検討事項をより実務的に審議するため、審議会のもとに鳴門市スポーツ推進ワーキンググ

ループ（以下、「ワーキンググループ」という。）を置く。 

２ ワーキンググループは、リーダー及びメンバーをもって組織する。 

３ リーダーは、スポーツ課長をもって充てる。 

４ メンバーは、庁内関係課の職員で構成する。 

５ ワーキンググループは、リーダーが必要に応じて招集する。 

 （庶務） 

第７条 審議会及びワーキンググループの庶務は、市民環境部スポーツ課において行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年１１月１８日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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鳴門市スポーツ推進計画後期計画策定スケジュール案 

 

 

 

 

 

令和２年 ８月   ■第１回鳴門市スポーツ推進審議会 

鳴門市スポーツ推進計画前期計画実施状況 

鳴門市民のスポーツライフに関する実態調査 

 

 

令和２年 ９月   ■第２回鳴門市スポーツ推進審議会 

鳴門市スポーツ推進計画後期計画（骨子案）について 

 

 

令和２年１１月   ■第３回鳴門市スポーツ推進審議会 

鳴門市スポーツ推進計画後期計画（素案）について 

 

 

令和２年１２月 鳴門市議会第４回定例会にて鳴門市スポーツ推進計画後期

計画（素案）の報告 

 

 

令和３年 １月   パブリックコメントの実施 

 

 

令和３年 ２月   ■第４回鳴門市スポーツ推進審議会 

鳴門市スポーツ推進計画後期計画（案）の決定・答申 

 

 

令和３年 ２月 鳴門市議会第１回定例会にて鳴門市スポーツ推進計画後期

計画（案）の報告 

     


